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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

 

感染症法第 44条の３第６項の規定による都道府県と市町村の連携について（周知） 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令和３年法律第

５号）による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成 l0 年法律第 l14 号。以下「感染症法」という。）第 44 条の３第６項の規定

（以下「連携規定」という。）により、都道府県が自宅療養者等に対する食事の提供

などの生活支援を行うに当たっては、必要に応じて市町村と連携するよう努めなけ

ればならないこととされたところ、既に一部の自治体では、当該規定に基づき、都

道府県が個々の自宅療養者等に関する情報を市町村に提供し、両者が連携して生活

支援事業を行っております。 

感染症法における感染症対策の実施主体は、都道府県及び保健所設置市とされて

いますが、自宅療養者の生活支援などの住民サービスについては、住民に身近な立

場である市町村の協力も重要であるため、連携規定に基づき、都道府県と市町村が

連携して自宅療養者等に対する生活支援を行うようお願いいたします。 
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